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「水道」報告書要旨 

１ 水道事業の概要（全体像） 

３ 主な取組の方向性 

【長期的な視点に立った事業運営の検討】 
 都の人口推計に合わせ、2060年までの水道需要、施設整備及び財政収支を推計し、2040年代を視野に入れた 
 おおむね20年間の事業運営について検討の上、2019年度に長期の事業運営方針を策定する予定 

【大規模浄水場の更新】予防保全型管理による長寿命化・更新の平準化や水道需要に応じた適切な規模へ再構築 
【管路の更新】劣化予測等に基づき供用年数を設定し、計画的に管路更新を実施 
【災害対策】浄水施設の耐震化、重要施設への供給ルートの耐震継手化、避難所等の給水管耐震強化、浸水対策など 
【ＩＣＴの導入】情報化社会の急速な進展や将来的な労働人口の減少を踏まえ、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀをはじめとする新技術の活用 
【経営基盤（業務運営体制）の強化】改正水道法の趣旨を踏まえ、外部の有識者の意見も聴きながら、幅広く官民連携の   
  手法を検討、監理団体２社を統合、新監理団体による国内水道事業体の事業運営への貢献 
【長期的視点に立った業務運営体制の検討】ｷｬｯｼｭﾚｽ･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ･ICTの活用により、将来的に営業所の窓口を縮小・解消の 
 上、現場調査等の出動拠点へと見直す方向で、効率的な業務運営体制を検討 

・都民生活と首都東京の都市活動を支える基幹ライフラインとして、安全でおいしい高品質な水を安定して供給 
・局・監理団体・民間事業者が役割分担のもと一体的な業務運営体制を構築 
・財政規模は、2017年度において年間約4,000億円程度であり、収支はおおむね均衡 

・日本の水道事業は多くの事業者が小規模で経営基盤が脆弱であるなど課題が存在しており、国はこれらの課題に対応  
 し、水道の基盤強化を図るため、広域連携や官民連携の推進など水道法を改正 
・東京水道においても、将来的に人口は減少し、施設（モノ）執行体制（ヒト）財政（カネ）面で取り巻く状況は変化 
・こうした取り巻く状況の変化及び改正水道法の趣旨を踏まえ、独立採算制のもと将来にわたり必要不可欠なサービスを 
 提供するため、長期的な視点に立った事業運営を検討 

２ 水道事業を取り巻く状況の変化 
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４ 水道局におけるコンプライアンス強化 

・第三者コンプライアンス委員会により、外部の視点から東京水道グループ全体の事業運営を検証し、 
 組織のあり方も含め、東京水道グループ全体のコンプライアンスを強化 



第１章 水道事業の概要（全体像） 
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２ 東京水道の概要① 第１章 水道事業の概要（全体像） 

多摩川  

朝霞 
浄水場 三郷 

浄水場 

金町 
浄水場 

水道水源林 
約24,000ha 

(東京23区面積の約1/3) 

小河内ダム 

荒川  

多摩川  

利根川 

多摩川水系総貯水量約2.2億㎥ 

江戸川  

八ッ場ダム 

矢木沢ダム 

奈良俣ダム 

草木ダム 

渡良瀬貯水池 

下久保ダム 

薗原ダム 

藤原ダム 

相俣ダム 利根川上流８ダム総貯水量 
約4.6億㎥ 

羽村取水堰 

村山・山口貯水池 

東村山 
浄水場 

主要浄水場 
11か所 

三園 
浄水場 

項目 単位 東京都 
   

横浜市 大阪市 名古屋市 
 

備考  
区部 多摩  

  給水人口 万人 1,344 951 393 374 272 245       

  給水区域面積 ㎢ 1,239 627 612 435 225 356     琵琶湖面積の2倍 

  給水件数 万件 761 564 197 185 160 130       

  年間総配水量 百万㎥ 1,542 1,119 423 412 405 278     八ッ場ダム有効貯水容量の17杯分 

  導送配水管延長 ㎞ 27,881 16,762 11,119 9,397 5,229 8,571     地球の約2/3周 

  給水収益(税抜) 億円 2,887 － 647 598 420     世田谷区一般会計予算規模と同じ 

  給水施設能力 万㎥/日 686 － 182 243 142     

  一日最大配水量 万㎥ 457 － 121 122 83     

  一日平均配水量 万㎥ 422 － 113 111 76     東京ドーム3.4杯分 

水源量 
630万㎥／日 

           多摩川水系 

  19％ 

その他  
  3％ 

利根川・荒川水系 

 78％ 

2017年度末現在 
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２ 東京水道の概要③ 第１章 水道事業の概要（全体像） 
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○ 自己資本構成比率（健全性に関する財務指標） 

 不断の経営努力を続け、企業債の残高を圧縮してきたことから、主要都市の水道事業者の中で最も高い水準 

（％） 

（2017年度） 
自己資本構成比率 

自己資本構成比率は、総資本に対する自己資本の割合を示し、財務の健全性を表している。 
事業の長期安定化を図るためには、自己資本を蓄積していくことが必要 

 

東京都 



２ 東京水道の概要④ 第１章 水道事業の概要（全体像） 
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○ 給水収益に対する企業債元利償還割合（企業債の償還金負担に関する財務指標）   

 企業債の残高を圧縮してきたことから、収支に占める企業債の負担割合は低い状況 

（％） 

（2017年度） 給水収益に対する企業債元利償還割合 

本指標は低い方が望ましいが、起債による世代間の負担の公平化を行い、 
長期的視点に立った経営を行うという方向性においては、数値が高くなりがち 

東京都 



４ 水道料金/水道料金（給水原価）の構成 第１章 水道事業の概要（全体像） 

給水原価 
203円 

（税込） 

20円 

32円 

138円 

給水所 
22円 

送配水管 
116円 

13円 

水道水１㎥をお届けするのにかかる原価＝203円 

2017年度決算より 

水道水を蛇口までお届けする費用 

メータの検針、料金の徴収、 
窓口サービスなどの費用 

水道水をつくる費用 

水道料金（給水原価）の構成 

水道料金 
2017年度末現在 

原水を調達する費用 

・水道料金は、総括原価方式に基づき算定 
・東京都の料金体系は、基本料金と従量料金の 
 二部料金制を採用  
・かつ、口径別・逓増型の料金制を採用 
  （逓増度4.16倍） 

水源林の保全・ダムの管理など 

浄水場に係る経費等 

6 

東京都 横浜市 大阪市 名古屋市 

料金 

(口径20mm・24㎥) 
(円) 

(税込) 
3,414 3,628 2,609 3,777 

項目 
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【人員数の変遷】 

＊各年度４月１日現在 

2018年度 2011年度 2006年度 1974年度 

4,574人 
4,003人 

3,791人 

7,825人 
（人員ピーク） 

行政改革による人員削減 監理団体との一体的事業運営体制構築 
→監理団体を活用し、 
 市町への事務委託解消を推進 

営業所業務移転開始 

【水道局の組織・人員】 

本庁 
（多摩水道改革推進本部を含む） 

総務部、職員部、経理部、サービス推進部、浄水部、 
給水部、建設部、調整部、施設部 

1,056人 

事業所 
研修・開発センター、水運用センター、水質センター、 
水源管理事務所、支所、営業所、浄水管理事務所、 
建設事務所、給水管理事務所 

2,735人 

合計 3,791人 

５ 水道局の組織・人員 第１章 水道事業の概要（全体像） 

＊2018年４月１日現在 

○現場（事業所）に多くの人員を配置 

○人員数は、行政改革による人員削減、監理団体への業務移転等を推進した結果、ピーク時からおおむね半減 
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民間事業者に委託した業務の監督指導等、 
民間委託になじまない業務 
・設計、工事監督   
・浄水場等運転管理   
・給水装置の図面審査 
・水道料金等徴収業務  
・お客さまセンター営業業務  
・料金システム運用管理 等  

水道局総支出(3,650億円)のうち償還金等を 
除いた額の約８割を民間事業者へ支出 

経営方針や施設 
整備計画の策定 等 

局 
15％ 

（510億） 

監理団体 9％ 
（290億） 

民間事業者 
76％ 

（2,580億） 

＊2017年度決算値 

管工事、設備工事、 
水道メータ検針 等 

７ 局・監理団体・民間事業者との役割分担 第１章 水道事業の概要（全体像） 

○民間に委ねられる業務は可能な限り民間事業者に委託するとともに、水道事業における基幹的業務を 

 水道局と監理団体が担う一体的事業運営体制を構築してきた 

○これまで、事業運営上重要な業務を監理団体に順次移転し、経営の効率化を図ってきている 

基幹的業務 

コア業務 
 事業運営の根幹に関わる業務 

準コア業務 
 事業運営上重要な業務 
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８ 予算・決算② 第１章 水道事業の概要（全体像） 

財政収支（2017年度〔税込、単位：億円〕） 

料
金 

起
債 

国
庫
補
助
金 

一
般
会
計
繰
入
金 

そ
の
他
収
入 

営
業
費
用 

支
払
利
息 

元
利
償
還
金 

建
設
改
良
費 

327 

1,181 

79 

3,118 

16 52 

2,483 445 

48 167 

収     入 支     出 

3,958 

財政収支は79億円の黒字となっており、健全な財政を維持 
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第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 
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１ 日本における水道事業の状況と水道法の改正 第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 

○日本の水道事業は97.9％の普及率を達成 

○水道の拡張整備を前提とした時代から、既存の水道の基盤を確固たるものとしていくことが求められる時代に変化 

○日本の水道事業が直面している課題 
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関係者の責務の明確化 広域連携の推進 官民連携の推進 

③小規模で経営基盤が脆弱 

①老朽化の進行 

②耐震化の遅れ 

④将来への備えが不足 

・主に市町村単位で経営され、多くの事業が小規模で経営基盤が脆弱 
・団塊世代の退職等により、職員数が大幅な減少 （30年前の３割減） 

・高度経済成長期に整備された施設が老朽化 
・年間２万件を超える漏水・破損事故が発生 

・水道管路の耐震化が進んでおらず、大規模災害時には断水が長期化 
  するリスク 

・人口減少に伴う料金収入の減少により、経営状況は今後も厳しい見込み 
・約３割の水道事業体において、給水原価が供給単価を上回っており、 
 将来急激な水道料金の引き上げを招くおそれ（厚生労働省資料より） 

広域連携や官民連携を推進して水道の基盤強化を図るため、国は、水道法を改正 



実績及び人口推計に基づく試算値 

（１）人口の減少と給水収益の減少 

２ 東京水道を取り巻く状況の変化① 第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 

○都の人口は、2040年に現在より減少に転じる 

 給水収益についても、使用水量の減少傾向に加え、人口減少に伴い減少していく見込み 
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東京都の人口 
※ 2015年国勢調査による都の人口 1,352万人 

（万人） 

「2020年に向けた実行プラン」(東京都)より作成 

1,346万人 

(推計値) 

ピーク時から 
約16%減 

＜都の人口推計＞ 

1,000
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2,000
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3,000

3,500

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

給水収益 

2,828億円
(試算値) 

2020年度から 
約13%減 

（億円） 

＜給水収益の推計＞ 



＜人口推計に基づく、水道需要の動向＞ 

ピーク時から 
約13%減 

２ 東京水道を取り巻く状況の変化② 第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 

（２）水道需要の減少 

○将来の人口減少に伴い、水道需要はピーク時から約13％減少する見込み 
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○浄水場は1970年代までに集中的に整備され、今後、多くの施設が一斉に更新時期を迎える 
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整備後50年超 

約４割 

（万㎥/日） （万㎥/日[累計]） 

■ 施設能力    累計 

1955～ 1960～ 1965～ 1970～ 1975～ 1980～ 1985～ 1990～ 

２ 東京水道を取り巻く状況の変化⑤ 第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 

（５）浄水場更新時期の集中 

＜浄水場の建設年度別施設規模＞ 
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耐震継手管本格採用 

ダクタイル鋳鉄管本格採用 

凡 例 

ダクタイル化率 

耐震継手率 

ダクタイル化率 
99.8% 

100 

 0 

(%) 

耐震継手率 
43％  

ダクタイル化率 耐震継手率

区部 43%
多摩 43%
計 43%

99.8%

（2017年度末時点）

２（３）管路の更新② 第３章 今後の取組の方向性 

【現状】 
 ○ 1960年代から、外部衝撃に弱い老朽管（鋳鉄管）から、粘り強く強度の高いダクタイル鋳鉄管への 
   更新を順次実施 
  ○   老朽管の更新は、ほぼ完了（ダクタイル化率 99.8 ％） 
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第３章 今後の取組の方向性 
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○水道事業を取り巻く状況の変化及び改正水道法の趣旨を踏まえ、独立採算制のもと将来に 

 わたり必要不可欠なサービスを提供するため、長期的な視点に立った事業運営を検討 

１ 人口や水道需要が減少する中にあっても、安定供給のために必要な施設整備を 

着実に推進 

２ 社会経済情勢に即したお客さまサービスの向上 

３ 料金水準をできる限り維持し、長期的に持続可能な財政運営を行う 

＜事業運営の考え方＞ 
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第２章 水道事業を取り巻く状況の変化 ３ 取組の視点 

４ 東京水道グループ全体のコンプライアンスを強化し、お客さまから信頼を 

得られる経営基盤を構築 



水道事業を取り巻く状況の変化及び改
正水道法の趣旨を踏まえ、独立採算
制のもと将来にわたり必要不可欠な
サービスを提供するため、長期的な視
点に立った事業運営を検討 

水道事業を取り巻く状況の変化 今後の取組の方向性 

１ 施設の状況（モノ） 
 
 ・人口減少に伴い、水道需要は減少 
 ・多くの浄水場が一斉に更新時期を迎える 
 

３ 財政の状況（カネ） 
 
 ・人口減少に伴い、給水収益は減少 
 ・給水収益が減少する中でも、施設整備 
   費 は増加することから企業債の活用は 
     必須 

２ 執行体制の状況（ヒト） 
 
  ・高齢化の進行等により、水道を支える 
   存在である中小工事業者が減少 

 

①人口や水道需要が減少する中
にあっても、安定供給のために 
必要な施設整備を着実に推進 

② 社会経済情勢に即した 
お客さまサービスの向上 

③ 労働力人口の減少に対応しつ
つ、事業レベルを維持するために
監理団体を含む効率的な運営体
制を構築 

④ 料金水準をできる限り維持し、
長期的に持続可能な財政運営を
行う 

取組の視点 

 
 
 
・大規模浄水場の更新 
 

・多摩地区水道の再構築 
 

・管路の更新 
 

・災害対策 

長期的な財政状況を見据え
計画的に施設整備 

 
 
・ICTの導入 
 

・経営基盤の強化 
（幅広く官民連携の手法を検討・  
  監理団体の統合） 
 

・長期的な視点に立った 
 業務運営体制の検討 
 

・PR施設の再検証と新たな展開 
 

・PFI事業の再検証と新たな展開 
 

・IWA世界会議の成果の共有と活用 

 
 
 

・経営基盤の強化 
（監理団体の統合・人材交流によ 
 るﾏﾝﾊﾟﾜｰの強化） 
 

・国内水道事業体への貢献 
 

・海外水道事業体への貢献 

お
お
む
ね
２
０
年
間
の
事
業
運
営
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
 

長
期
の
事
業
運
営
方
針
を
策
定

 

１ 取り巻く状況の変化・取組の視点・今後の取組の方向性の整理 第３章 今後の取組の方向性 

新技術の活用と経営の効率化 

東京水道グループの 
総合力強化 
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【現状】 
 ○ 浄水場は、高度経済成長期に集中的に整備されており、一斉に更新時期が到来 
 ○ これまでの浄水場の更新計画は、主構成であるコンクリート構造物の法定耐用年数60年を目安に設定 
 

【課題】 
 ○ 全浄水場の更新は長期にわたり、多額の経費が見込まれ、より効率的な施設整備が必要 
 ○ 都の人口は、長期的には減少の見込みであり、将来の水道需要の減少等を踏まえた施設整備が必要 
 

【取組１】コンクリート構造物の供用年数を踏まえた更新期間の見直し  
 ○ 安定給水を確保しつつ、長期に及ぶ更新工事を計画的に推進 
  ・コンクリート構造物の予防保全型管理により、施設の長寿命化・更新の平準化（更新期間 約60年⇒約90年） 
   ・水道需要等を考慮し、施設規模をダウンサイジング（2060年代に確保すべき施設能力は、2025年と比べ10%減） 

２（１）大規模浄水場の更新① 第３章 今後の取組の方向性 

  約1兆5,300億円 
予防保全型管理費 約200億円 

約7,600億円 
浄水場更新費     

約1兆円 

設備更新費 
約5,100億円 

30年 60年 

予防保全型管理費 約300億円 

約1兆7,500億円 

浄水場更新費     
約1兆円 

設備更新費     
約7,200億円 

90年 
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確保すべき施設能力（右軸）
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確保すべき施設能力（右軸）

（億円/年） （万m3/日）
【 更新期間約60年 】 【 更新期間約90年 】 

年平均事業費：約260億円 年平均事業費：約200億円 

東村山 金町 

朝霞 

東村山 金町 
金町Ⅱ期 

 更新期間を約60年から約90年にすることで、年平均事業費を約60億円抑制 

 ＜浄水場の更新費用のシミュレーション＞ 

次期更新事業 

90年間の事業費：約2兆2,900億円 

10%減 
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年間事業量     

【取組１】震災時の断水被害の効果的な軽減に向けた管路の耐震継手化  
 〔配水小管〕 
   ・ 重要施設への供給ルートを耐震継手化 
  ・ 引き続き、取替優先地域（被害想定において断水率が50％を超える地域）の耐震継手化を重点的に実施し、 
       2028年度(H40)までに解消 
 〔配水本管〕 
  ・ 経過年数や管体の老朽具合等を踏まえて耐震継手化 
 

【取組２】取替困難管の更新 
  ・ 取替困難管の更新対象は、他のライフラインと輻輳するなど取替が困難な箇所に広範囲かつ小規模に点在して 
    いるため、漏水発生の際の影響度が大きい路線について優先度を定め着実に更新   
 

【取組３】供用年数を踏まえた管路更新を計画的に実施 
  ・ これまで蓄積してきた管路のデータに基づき劣化予測を 
    行い、供用年数を設定（40年更新⇒供用年数50～90年） 
 

【取組４】工事事業者の技術向上のため、スーパー配管工等の 
    取組に加え、技術相談等、技術支援策を検討 
 

２（３）管路の更新④ 第３章 今後の取組の方向性 

重要施設への供給ルート 
の耐震継手化 

取替優先地域の解消 

供用年数を踏まえた更新 

2022年度(H34) 2028年度(H40) 

取替困難管の更新 

重点的な耐震継手化 
供用年数を踏まえ 
管路更新を計画的に実施 

ポリエチレン
スリーブ無

ポリエチレン
スリーブ有

配水小管 50～80年 約80年

配水本管 60～90年 約90年

≪ダクタイル鋳鉄管の供用年数≫ 

20 

小管 約350ｋｍ 
本管 約 21ｋｍ  

年間事業量      年間事業量     

         計 約371ｋｍ  
小管 約350ｋｍ 
本管 約 21ｋｍ  

         計 約371ｋｍ  
小管 約280ｋｍ 
本管 約 22ｋｍ  

         計 約302ｋｍ  



浄・配水施設の耐震化 

年超過確率1/200の降雨等に伴い浸水のおそれのある主要な浄水場等の浸水対策を完了(2017年度) 
国により新たに公表された年超過確率1/1000程度を目安とする想定最大規模降雨に伴う浸水想 
定について、国はこの最大クラスの大雨等に対して施設で守りきるのは非現実的との認識  
⇒ハード・ソフト両面からの対策の検討が必要 

粘り強く強度の高いダクタイル鋳鉄管への更新 99.8%(2017年度) 
重要施設へのルートの耐震継手率（首都中枢機関等 88%、避難所(大学等) 46%(2017年度)） 

： 
： 

： 

浄水施設の主要構造物耐震施設率 54%、配水池耐震施設率 71%(2017年度) 

２（４）災害対策① 第３章 今後の取組の方向性 

【取組】上記課題を踏まえ、対策を可能な限り前倒して実施 
 ○             ：浄水施設の主要構造物耐震施設率 100%(2024年度)、配水池耐震施設率 99%(2025年度) 
 ○             ：重要施設ルート耐震継手率 100%(避難所(大学等)の目標年度を前倒し、2022年度全て完了) 
                  避難所等の給水管耐震強化 100%(2019年度)，避難所における応急給水栓 100%(2019年度) 
 ○             ：個々の施設における浸水対策には限界があることから、送配水ネットワークによる 
                バックアップ機能の更なる強化等により、可能な限り給水を確保 

補強前 

補強後 

＜浄水施設の耐震化＞ 
（沈殿池内部の柱補強） 

＜管路の耐震継手化＞ 
（重要施設への供給ルート） 

（2016年度末時点） 

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技会場等

耐震継手管

大規模救出救助活動拠点（公園・清掃工場等）

警察署・消防署等

給水所
主要な駅

首都中枢
機関

救急医療
機関

避難所

耐震化された給水管

重要施設への供給ルート

地 震 対 策 浸 水 対 策 

管 路 の 耐 震 化 

浸 水 対 策 

主要な浄水場等の浸水対策 

浄・配水施設の耐震化 
管 路 の 耐 震 化 

＜整備例＞  

止水板 

防水扉 

対象施設
耐 震
継手率

目標年度
（目標値）

首都中枢機関及び
救急医療機関等

88％
2019年度
（100％）

避難所

中学校 63％

小学校 58％
2022年度
（100％）

大学、高等学校、
公民館等

46％
2022年度
（100％）

主要な駅

乗車数
20万人超／日

51％
2019年度
（100％）

乗車数
10万人超／日

59％
2022年度
（100％）

大規模救出救助活動拠点等 65％

2019年度
（100％）東京2020オリンピック・

パラリンピック競技会場等
82%

（2018年3月末現在） 
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○ 
○ 

○ 

【現状・課題】 



【現状・課題】 
 ○災害発生後の応急対策活動にはマンパワーが必要であり、組織・職員のスキルアップが重要 
 ○大地震発生時には全国から多くの事業体の救援を必要とし、救援部隊を迅速に受け入れ、有効に活用することが必要 
 ○住民への応急給水は、居住場所からより身近な場所で行うことが住民の負担軽減の点から好ましい 
 ○医療機関が断水した場合には、全国の救援部隊の支援を受けて直ちに応急給水を行うが、全国の救援部隊の到着に 
  は数日を要する見込みから発生初期の給水体制に不足が生じるおそれ 

２（４）災害対策② 第３章 今後の取組の方向性 

【取組１】東京水道危機対応力強化計画の運用  
 ○様々な脅威に対する組織・職員の危機対応力を強化させることを目的に、年間を通じて体系的かつ網羅的な訓練を 
  実施し、あわせてＰＤＣＡサイクルを着実に実践し、マニュアルを改善していくことで年ごとのスキルアップを図る。 
【取組２】広域的な受援体制の強化 
 ○広域的な受援体制を大地震発生時に着実に機能させるために、関係都市等との受援訓練の実施や東京ウォーターレス 
  キューの被災地での活動経験を活かし、救援隊の受入れを混乱なく迅速に実施 
【取組３】応急給水体制の拡充 
 ○給水拠点や消火栓での応急給水に加え、 2019年度までに応急給水栓を避難所に整備し、応急給水場所を拡充 
 ○当局給水車を2020年度までに14台から30台に増強し、発生初期の医療機関への応急給水体制を強化  

関西・中国・四国 

地方の救援部隊 

東北地方の 

救援部隊 
 仙
台 

 大阪 

 岡山 

静岡県 

栃木県 山梨県 

茨城県 

：中継候補地 

  

〈広域的な受援体制〉 〈給水車から医療機関への応急給水〉 〈漏水を修繕する応急復旧訓練〉 

 自然災害、テロ、新興感染症、突発事故などを 
 想定した訓練を年間約３５０回実施 
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○スマートウォーターシステム 

  ・晴海地区（選手村跡地）におけるスマートメータ化モデル事業 

  ・トライアルプロジェクト 

２（５）ＩＣＴの導入① 第３章 今後の取組の方向性 

○将来の労働力人口の減少や情報化社会の急速な進展など、水道事業を取り巻く状況の変化に的確に対応し、 

  将来も持続可能な水道事業を展開していくため、ＩＣＴを積極的に活用 

○施設の効率的な維持管理、事故・災害などへの迅速な対応などを充実・強化するため、 

  将来的に「スマートウォーターシステム」を構築 

2022 2025 

スマート 
ウォーター 
システム 

晴海地区（選手村跡地）への 
スマートメータ設置 

トライアル 
プロジェクト （6,000個） 

（100,000個） 

・事故・災害対応や施設の維持管理等、 
  水道システム全体への活用 
・スマートメータ導入拡大による 
  市場喚起とコストダウン 

2025年までに合計10万個を目途にスマートメータを設置し、 
実証実験を行う。 

【取組１】  

 ＩＣＴを活用し、スマートメータや各種センサー等により 

 得られるデータを収集・蓄積・解析し、漏水検知や機器の 

 自動制御などに活用することで、高度化・効率化・最適化 

 された水道システム 

○新技術の活用（2018年度～） 

  ・お客さまセンターのＡＩ活用 

  ・ウェブカメラやヘルメットセンサーの活用 

  ・ダム管理へのドローンや水中ロボットの活用 

最先端技術の活用について、 

導入可能性を検討し、順次拡大 

【取組２】  
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２（５）ＩＣＴの導入⑤ 第３章 今後の取組の方向性 

○スマートメータのほか、ＩＣＴ導入に向けた取組を推進していく 

◆ お客さまセンターのＡＩ活用 

【現状】お客さまセンターの状況 

 

 

 

お客さま 

 

練馬区の応急給
水拠点はどこに
あるの？ 

提 供 
お客さまセンター 

お客さまとの会話内容を 

認識し、回答候補等を提供 

区立大泉公園 
大泉学園町6－25 

（通話内容） 
 
 
（回答候補） 

 応急給水拠点に関するお問合せですね。 

 【回答】 

   練馬区立大泉公園にございます。 

   住所は練馬区大泉学園町6-25です。 

練馬区の応急給水拠点は
どこにあるの 

  

（導入のイメージ） 

 【導入の効果】 

  ・新人のオペレータでも迅速・適切に対応が可能 

  ・対応時間の短縮化等によるコスト削減 

   初期経費   約3.6億円 

   （ランニングコスト 約0.7億円（2020年度以降）） 

   経費削減効果 約1億6千万円/年（2020年度以降） 

   2019年度の導入後、5年間で投資を回収 

   ※将来的には、お客さまの声等のビッグデータ 

    分析など、順次拡大を検討 

  区部 多摩 
 応答数 158万件/年 54万件/年 

 受付体制 274ブース 110ブース 

【課題】 

 ・オペレータ確保の困難化 

  ・ベテランオペレータの流出、減少 
    経験年数３年以上のオペレータ割合 
      2014年度 52％、 2017年度 41％ 

【取組】ＡＩ技術「業務支援機能」を導入 

    2019年度中に本格運用開始 
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【現状】 

 〇当局ではこれまで、民間委託の積極的な拡大やＰＦＩの導入など、多様な官民連携の取組を進め、経営の効率化を推進 

 ○国は、水道の基盤強化を図るため、官民連携の推進などを含め水道法を改正 

【取組】 

 〇業務運営体制は、都の広域水道としての一体性と責任を確保しつつ、一層の効率化を推進 

 ○改正水道法の趣旨を踏まえ、外部の有識者の意見も聴きながら、幅広く官民連携の手法を検討 

２（６）経営基盤（業務運営体制）の強化① 第３章 今後の取組の方向性 

個別委託 第三者委託 
水道施設運営権の設定 
（コンセッション） 

ＤＢＯ・ＰＦＩ 指定管理者 

根拠法令 ・民法 
・水道法 
(平成13年の法改正で創設) 

・水道法＊、ＰＦＩ法 
(＊今回の法改正で規定) 

・ＰＦＩ法等 ・地方自治法 

対象業務 

・定型的な業務 
（メータ検針等） 
・民間事業者の専門的 
 知識や技能を要する 
 業務 
（設計委託業務等） 

・施設の全体など、一体 
 的に管理業務を行うこ 
 とができる範囲の技術 
 上の業務 
（浄水場を中心とした取水 
 施設等の一体的管理等） 

・水道施設の全部又は 
 一部の運営等で、当該 
 水道施設の利用料金を 
 運営権者が自らの収入 
 として収受する事業 

・施設の設計、建設、 
 維持管理、修繕等を 
 一体的に行う業務 
※資金調達が公共の場合 
 はＤＢＯ、民間の場合 
 はＰＦＩ 

・地方自治法の「公の 
 施設」の管理業務 
（地方公共団体の指定 
 を受けた民間事業者
（指定管理者）が管理 
 を代行） 

メリット・ 
効果 

・民間企業等の技術力 
 を活用 
・効率的な人員配置が 
 可能 

・包括した委託により効率  
 的な事業運営が可能 
・委託業務の範囲の水道法 
 上の責任は受託者に移転 
（常時給水義務等の責任は、 
 水道事業者に残る） 

・民間事業者のノウハウ 
 や活力が活かされる余 
 地が大きい 

・民間企業のインセン 
 ティブ向上とノウハウ 
 の活用 
・財政支出の軽減が期待 

・施設の使用許可等の 
 公権力の行使に係る 
 権限を実施させるこ 
 とが可能 

デメリット・ 
課題 

・委託可能な業務範囲 
 が限定 
・多数の契約手続が 
 発生することで煩雑 
 化し、非効率となる 
 おそれ 

・委託した技術や 
 ノウハウが水道事業者  
 側に蓄積されない 
・責任区分を明確に設定 
 しないと、非常時対応 
 が困難となるおそれ 

・第三者委託と同様の 
 デメリット・課題がある 
 ことに加えて、公租公課 
 など、公営では生じない 
 負担が発生 
・水道事業では導入例なし 

・実務面の負担大 
・導入までに長期間必要 

・指定管理者が料金を 
 設定、収受する「利  
 用料金制」を導入す 
 る場合は、指定管理 
 者が水道事業の認可 
 を受ける必要 

 

資料：厚生労働省「水道事業における官民連携に関する手引き」より作成 25 



２（６）経営基盤（業務運営体制）の強化② 第３章 今後の取組の方向性 

東京水道サービス株式会社 
（技術系業務） 

株式会社ＰＵＣ 
（営業系業務） 
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○東京水道の基幹的業務を担う監理団体２社を統合し、水道事業を包括的に担うことができる体制を構築する 

【課題】 

【取組】 

○東京水道が将来にわたり必要不可欠なサービスを提供するため、役割が増大している監理団体は一層のサービ 
 ス向上や効率的な運営体制の構築が求められている 

統 合 
（2019年度中） 

統合により取り組む事項 

 東京水道の経営基盤強化 

・ 基幹的業務の更なる業務移転 
・ 新たなお客さまサービスの展開 
 （窓口のワンストップ化等） 
・ 局との間での人材交流 

 監理団体の経営の自主性 
 向上 

・ 包括委託等の受け皿としての事業 
 展開 

 監理団体の経営体制の見 
 直し 

・ 役員制度の見直し 
 （社外取締役選任、役員数削減等） 
・ コンプライアンスの強化 
・ 間接部門のスリム化 等 

○監理団体への業務移転を着実に推進するとともに、局との間での人材交流を通じてマンパワーを強化し、より 
 効率的でお客さまの視点に立った団体運営を行うことにより、東京水道の経営基盤の強化を図る 

○水道法の改正により、全国の水道事業体で広域連携や官民連携の拡大が見込まれるため、監理団体が持つ技術 
 系と営業系の強みを活かして、官民連携の受け皿としての事業展開を検討し、国内水道事業体の事業運営に貢 
 献することで、経営の自主性を向上させていく 

取組の効果 

・ 東京水道の公共性の維持と経営 
 の効率化 
・ お客さま満足度の向上 
・ 業務運営を担うマンパワーの強化 

・ 自主事業割合の増加 
・ 国内水道事業体が抱える課題の 
 解決 

・ 経営の客観性確保 
・ 事故等の発生防止 
・ コストの削減 

○第三者の視点からコンプライアンスを強化した上で、ガバナンスの強化や経営効率の向上に資する経営体制を 
 構築する 



２（６）経営基盤（業務運営体制）の強化⑤ 第３章 今後の取組の方向性 

○新監理団体の立ち上げに合わせて、団体への新たな業務移転手法として、水道の技術上の業務を委託する第三者委託 

  を含めた、新たな包括委託を性能発注方式により実施することを検討 

○2024年度を目途に配水施設の維持管理及び営業業務等の新たな包括委託をモデル導入 

○モデル導入後に検証を行い、拡大を検討 

給水所等 

配水本管 

配水小管 

営業業務 
(営業窓口) 

給水装置業務 
(給水管工事事務所) 

 ・ 給水所 

   設備保守、故障時対応など 

 ・ 配水本管及び配水小管 

   配水調整、漏水防止など(委託した地域における業務全般) 

 ・ 営業業務及び給水装置業務 
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＜配水施設の維持管理＋営業業務等の新たな包括委託＞ 



２（６）経営基盤（業務運営体制）の強化⑥ 第３章 今後の取組の方向性 

○浄水施設の維持管理などの包括委託の導入を幅広く検討 

浄水場 
取水施設 

導水管 

・ 取水施設 

  水位観測、施設点検、補修業務など 

・ 導水管 

  バルブ等付属施設の点検、補修業務など 

・ 浄水場 

  水質管理、災害対応、設備保守、運転管理業務など 
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【取組２】新監理団体による取組 
 ○水道法の改正により、今後、全国の水道事業体では広域連携や官民連携の拡大が見込まれる中、監理団体の強み 
  を活かして、包括委託等の受け皿としての事業展開を検討し、国内水道事業体の事業運営に貢献 
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２（１０）国内水道事業体への貢献② 第３章 今後の取組の方向性 

包括委託 

＜官民連携への支援＞ 

運営権者 
（技術＋営業） 

国内水道事業体 

モニタリング 
評価内容の報告 

モニタリング 
契約 

  

必要に応じ 
業務改善指示等 
  

客
観
的
・
専
門
的
知
見
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ  

新監理団体 
（技術＋営業） 

コンセッション方式を導入する国内水道事業体が
実施するモニタリングへの支援 

＜広域連携への支援＞ 

道 府 県 

新監理団体 
（技術＋営業） 

※部分的な受託から包括的な受託まで、国内水道事業体の 
 実情に応じた多様な支援メニューを提供 

ＰＦＩ法に基づく 
モニタリングの 
実施 

水源管理 
浄水施設 
運転管理 

管路の 
維持管理 

市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 

営業拠点運営 
（水道料金算定・徴収） 

コールセンター 
運営 

営業系業務 技術系業務 

水道事業体の広域連携 
技術系・営業系業務を合わせた包括委託 

東京都水道局 

⇒
 

基幹的業務の移転 包括委託の実施 



３ 長期財政収支の見通し③ 第３章 今後の取組の方向性 

○ 2060年までの財政収支の推移イメージは、下図のとおり 

2060 2050 2040 2030 2020 △ 1,000 

△ 800 

△ 600 

△ 400 

△ 200 

0

200

400
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800

1,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
単年度収支（億円） 2060年 

19.3％ 

その他収入 

新規債収入 

給水収益 

営業費用 

建設改良費 

元利償還金 

2050年 
17.7％ 

累積収支（億円） 

給水収益に対する 
企業債元利償還割合（％） 

累積収支過不足額 

 ○ 給水収益が2060年度で2020年度と比べ約13％の減少が見込まれる中、 

  ・ 浄水場の更新や多摩地区水道の再構築を90年で平準化して整備 

  ・ 配水管の更新を2029年度以降は、約300km/年で計画的に実施（配水小管約280km/年、配水本管約22km/年） 

   ・ スマートメータをはじめとしたＩＣＴを積極的に活用 

  ・ 監理団体への計画的な業務移転など、効率的な運営体制を整備し経費を縮減 

  ・ 企業債は、一部借換えの抑制を図るなど、状況に応じ適切に活用 
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４ 長期的な視点に立った業務運営体制の検討 

○ ＩＣＴの幅広い活用などにより、お客さまサービスの向上とともに、一層の業務の効率化を図る 

○ 道路上における給水装置の新設、改造等の工事は、 

  水道局の窓口へ工事の申請が必要 

  2014年１月からは、一部の工事に電子申請を導入 

給水装置業務 

〇 スマートフォンアプリ(LINEPay等)による 

  料金支払など、キャッシュレス決済の導入促進 
〇 お客さまサービスの向上に加え、窓口レスによる 

  効率化を実現 

営業業務 

第３章 今後の取組の方向性 

○ キャッシュレス、ペーパーレス、ＩＣＴの活用により、将来的に営業所の窓口を縮小・解消の上、現場調査等の 

  出動拠点へと見直す方向で、効率的な業務運営体制を検討 

○ こうした取組により生まれる人材を活用し、重点課題の解決や技術継承に取り組む 

○ 約３割のお客さまが現金で払込み 

  （水道局営業所でも窓口収納を実施） 

お客さまの料金支払方法 構成比 

口座振替 58.44% 

払込み(金融機関、ｺﾝﾋﾞﾆ、営業所窓口) 27.21% 

クレジットカード払い 14.35% 

(2017年度末現在) 

【水道局】 【事業者】 

申請書、図面を 
紙で提出 

対面で審査 

窓口申請 

【水道局】 【事業者】 
データ審査 

電子申請 

インターネットで 
データ提出 

〇 対象工事の拡大や電子申請の利用促進により、 

   ペーパーレスを推進 
〇 事業者の利便性の向上に加え、窓口の集約による 

  効率的な審査体制を実現 

このほか、スマートメータの導入などＩＣＴを積極的に活用し、サービス向上と効率的な事業運営を実現 
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※ 営業業務の窓口（営業所等）：34か所 約900人 ※ 給水装置業務の窓口：34か所 約300人 

（現状） （現状） 

（今後の展開） 
（今後の展開） 



５ 長期的な視点に立った事業運営の検討 第３章 今後の取組の方向性 

 ○今後、都の人口推計に合わせ、2060年までの水道需要、施設整備、業務運営体制 

  及び財政収支を推計し、2040年代を視野に入れたおおむね20年間の事業運営に 

  ついて検討の上、2019年度に長期の事業運営方針を策定する予定 

 ○長期の事業運営方針の下、状況変化に合わせ必要な見直しや改善を行い、 

  ５か年程度の中期経営計画をローリングし、事業を着実に推進 
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 ・水道局は、これまでも、高度経済成長期に急増した水道需要に対応するための 

  施設整備等を着実に行いながら、経営努力に継続的に取り組み、様々な改革を  

  行ってきた 

 ・今後も、長期的な視点に立ち、人口減少など水道事業を取り巻く状況の変化に 

  対応しつつ、不断に改革を推進 



第４章 水道局における 
         コンプライアンス強化 
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〇第三者コンプライアンス委員会における検証 

第三者コンプライアンス委員会を2019年４月に設置し、外部の視点から東京水道グループ全体の事業運営を検証 

水道局コンプライアンス推進委員会 

局職員の汚職防止、汚職原因の除去、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進施策立案など 

・情報管理 

・調達方法（契約）、委託管理 

・職場管理（事業所の管理等） 

              等 

・監理団体２社統合後の内部統制 
・官民連携を担うにふさわしい体制 等 

水道局の構造的な課題 監理団体の構造的な課題 

第三者コンプライアンス委員会 
○ 東京水道全体の機構、制度、内部統制の改善・強化の視点で事業運営を検証  

再発防止策の検証 

・再発防止策の不足の有無 

・更なる改善策の提言、助言 

・確実な実行の確認   

            等 

東京水道コンプライアンス推進会議 
監理団体等のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ行動基準の策定や年間行動計
画の進捗管理 

【2019年４月から】 
 早急に再発防止策を検証するとともに、水道局と監理団体の構造的な課題の分析とその改善策等を検証し、順次実施 
 

組織のあり方も含め、東京水道グループ全体のコンプライアンスを強化 

水 道 局 監 理 団 体 

 水道局におけるコンプライアンス強化 第４章 水道局における 
       コンプライアンス強化 
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外部人材からなる｢監査等委員会｣を設置 

・社外取締役を兼務する監査等委員が第三者 
 の視点で業務執行を監査 
・取締役会において、議決権を行使し、経営 
 の適法性・妥当性をチェック 



現 状 課 題 改革の方向性 
対象 
事業 

長
期
的
な
財
政
状
況
を
見
据
え
た
計
画
的
な
施
設
整
備  

 
 

 
 
 

課題・整理シート① 

市町営水道の都営一元化を進め、 
多摩地区26市町を都営水道として 
運営 

市町営水道を引き継いだこと
から、広域水道としてのス
ケールメリット発揮やバック
アップ機能が不十分 

山間部や市街地など４つのエリ
アにおいて、それぞれの地域特
性に合わせた整備を実施 

多摩地区水道の再構築 

浄水場は、高度経済成長期に集中的
に整備されており、一斉に更新時期
が到来 

全浄水場の更新は長期にわた 
り、多額の経費が見込まれ、
より効率的な施設整備が必要 

コンクリート構造物の予防保全
型管理により、施設の長寿命
化・更新の平準化 

大規模浄水場の更新 

都の人口は、長期的には人口
減少の見込みであり、将来の
水道需要の減少等を踏まえた
施設整備が必要 

水道需要等を考慮し、 
施設規模のダウンサイジング 

浄水場更新及び代替浄水場整備
の計画見直し 

これまで浄水場の更新計画は、主構
成であるコンクリート構造物の法定
耐用年数60年を目安に設定 
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現 状 課 題 改革の方向性 
対象 
事業 

長
期
的
な
財
政
状
況
を
見
据
え
た
計
画
的
な
施
設
整
備 

 
 
 

課題・整理シート② 

管路の更新 

震災時の断水被害の効果的な 

軽減に向けた管路の耐震継手化 

1960年代から粘り強く強度の高い
ダクタイル鋳鉄管への更新を順次
実施し、老朽管の更新はほぼ完了 
（ダクタイル化率99.8%） 

供用年数を踏まえた管路更新を 
計画的に実施 

取替困難箇所などに布設年度が古
く漏水発生のおそれがある管路が残
存し、道路陥没などの二次災害の
危険性が懸念 

工事業者の技術向上のため、 
スーパー配管工等の取組に加え、
技術相談等、技術支援策の検討 

首都直下地震の切迫性が指摘され
る中、重要施設への供給ルートの
耐震継手化を推進しており、優先
順位の更なる明確化を図り、耐震
継手化を行う必要 

管路の劣化状況を踏まえた計画的
な管路更新を行う必要 

高齢化の進行等により、中小工事
業者が減少 

取替困難管の更新 
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現 状 課 題 改革の方向性 
対象 
事業 

長
期
的
な
財
政
状
況
を
見
据
え
た
計
画
的
な
施
設
整
備 

 
 
 

課題・整理シート③ 

災害対策 

広域的な受援体制の強化 

応急給水体制の拡充 

東京水道危機対応力強化計画の

運用 

災害発生後の応急対策活動にはマンパワーが必要であり、組織・職
員のスキルアップが重要 

大地震発生時には全国から多くの事業体の救援を必要とし、救援部
隊を迅速に受け入れ、有効に活用することが必要 

住民への応急給水は、居住場所からより身近な場所で行うことが住
民の負担軽減の点から好ましい 

医療機関が断水した場合には、全国の救援部隊の支援を受けて直ち
に応急給水を行うが、全国の救援部隊の到着には数日を要する見込
みから発生初期の給水体制に不足が生じるおそれ 
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浄水施設の耐震化 

管路の耐震化 

浄水施設の主要構造物耐震施設
率 100%（2024年度） 

浸水対策 

浄水施設の主要構造物耐震施設率54%（2017年度） 

重要施設への供給ルートの耐震継手率 
首都中枢機関等88％ 避難所（大学等）46%（2017年度） 

配水池耐震施設率 71%（2017年度） 

年超過確率1/200の降雨等に伴い浸水のおそれのある主要な浄水
場等の対策を完了（2017年度） 
想定最大規模降雨に対し、国は施設で守りきるのは非現実との認
識であり、ハード・ソフト両面からの対策の検討が必要 

配水池耐震施設率 99%(2025年度) 

重要施設への供給ルートの耐震
継手率 避難所（大学等） 
100%（2022年度） 
避難所等の給水管耐震強化 
100%(2019年度)避難所における
応急給水栓 100%(2019年度) 

送配水ﾈｯﾄﾜｰｸによるﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 
機能の更なる強化等により可能
な限り給水を確保 



現 状 課 題 
改革の方向性 

対象 
事業 

新
技
術
の
活
用
と
経
営
の
効
率
化 

ＩＣＴの導入 

将来の労働力人口の減少や情報
化社会の急速な進展など、水道
事業を取り巻く状況の変化に対
応し、将来も持続可能な水道事
業を展開していくため、ICTを積
極的に活用 
局事業の課題解決やお客さまｻｰ
ﾋﾞｽの向上に向け、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの導
入を検討 

課題・整理シート④ 

将来的に｢ｽﾏｰﾄｳｫｰﾀｰｼｽﾃﾑ｣を構築 
《2022年 晴海地区（選手村跡地）に  
  おけるｽﾏｰﾄﾒｰﾀ化ﾓﾃﾞﾙ事業》 
《2025年 ﾄﾗｲｱﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ》 

新技術の活用（お客さまセンターの
ＡＩ活用など） 

現状ではスマートメータの
導入及び普及に向け、メー
タ価格や通信費などのコス
トが高額 

経営基盤（業務運営体制）の強化 

基幹的業務の監理団体への業務
移転は道半ばだが、監理団体の
現場業務は拡大し役割が増大 

公共性の維持と経営効率化の
観点に立った業務運営を推進
していく必要 

役割が増大している監理団体
は一層のｻｰﾋﾞｽ向上や効率的な
運営体制の構築が求められる 

民間委託の拡大やＰＦＩの導入
など、多様な官民連携の取組を
進め、経営の効率化を推進 

実証実験からスタートし、他の大都
市とも連携しながら普及に向けて取
組を推進 
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広域水道としての一体性と責任を 
確保しつつ一層の効率化を推進 
外部の有識者の意見も聴きながら、
幅広く官民連携の手法を検討 

監理団体２社を統合 

監理団体への業務移転を着実に推
進、より効率的でお客さまの視点に
立った団体運営を行うことにより、
経営基盤の強化 

国は水道の基盤強化を図るた
め、官民連携の推進などを含め
水道法を改正 

国内水道事業体の事業運営に貢献す
ることで経営の自主性を向上 

監理団体のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化、経営効率の
向上 

監理団体へ業務移転を一層推進 



現 状 課 題 改革の方向性 対象 
事業 

新
技
術
の
活
用
と
経
営
の
効
率
化 

ＰＲ施設の再検証と新たな展開 

ＰＲ施設のうち2施設は業務委託
により民間事業者が運営 

課題・整理シート⑤ 

ＰＲ施設のあり方の検討や将来像の
整理 

労働力人口の減少やベテラ
ン職員が減少していく中に
あっても、安定的な事業運
営を行う必要 

ＰＦＩ事業の再検証と新たな展開 

ＰＦＩ法制定前に実施した金町
浄水場ＰＦＩモデル事業は、
2020年10月に終了する予定 現行ＰＦＩモデル事業の検証 

事業終了後の方針を整理 

環境対策やコスト縮減に配
慮しながら引き続き電力の
自立化を確保する必要 

来館者数はおおむね横ばいの状況 

経営基盤（業務運営体制）の強化 

少子高齢化の進展に伴い、労働
力人口が減少する見込み 

水道局の職員構成は若手職員の
比率が上昇 

ＩＣＴの普及などにより自
宅で多様な情報にアクセス
が可能であるなど、ＰＲ施
設のあり方などにあらゆる
観点から再検証を行う必要 

総務事務改革などの「しごと改革」
に対応した取組を推進するととも
に、更なる業務の効率化や執行体制
の見直しなどを行うことで事業レベ
ルを維持 

事業終了後の方針を整理す
るため、現行事業の検証が
必要 
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ＩＷＡ世界会議の成果の共有と活用 

2018年9月、ＩＷＡ世界会議・展示会には、98か国から、過去最高
となる9,815名が参加 

ＩＷＡ世界会議・展示会の成果をレ
ガシーとして今後の事業に有効活用 

長期的な視点に立った業務運営体制の検討 
将来的に営業所の窓口を縮小・解消
の上、出動拠点へと見直す方向で効
率的な業務運営体制を検討 

営業業務におけるｷｬｯｼｭﾚｽ化や給水装置窓口におけるﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化を推進 

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀの導入などＩＣＴを積極的に活用 

運営には一定のコストを要す 



現 状 課 題 改革の方向性 対象 
事業 

東
京
水
道
グ
ル
ー
プ
の
総
合
力
強
化 

日本の水道事業は、人口減少に伴う
料金収入の低迷、職員数の減少や高
齢化の進展により技術の維持・継承
が困難 

他都市と連携した首都圏水道 
事業体への支援 

国内水道事業体への貢献 

東京水道災害救援隊による被災
水道事業体への支援 

都は多摩地区都営一元化の過程で
培った広域化のノウハウを活用し、
他事業体への支援を推進 

対象国の重点化や経費面の国へ
の要望を図り、引き続き、途上
国の水道事情の改善を目的とし
て、ＯＤＡを活用した国際貢献
を中心に東京水道の国際展開を
実施 

海外水道事業体への貢献 

世界トップレベルの低い漏水率など
の東京水道の強みを活用し、海外諸
都市の水道事情改善に貢献 

課題・整理シート⑥ 

国は水道の基盤強化を図るため、広
域連携や官民連携を推進 

監理団体が包括委託等の受け皿
として国内水道事業体の事業運
営に貢献 

取組に当たっては、ＯＤＡを用いた
スキームで実施しており、監理団体
を活用して実施 

ＯＤＡを活用するスキームは経
費面に課題があり、経費の圧縮
や財源確保が必要 
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経営基盤（業務運営体制）の強化 

現場経験を積むﾌｨｰﾙﾄﾞが減少
し、技術・ﾉｳﾊｳの取得に懸念 

局と監理団体の間で人材交流を
拡大 

監理団体の採用拡大による若
手職員の増員に伴い、中核人
材の育成が必要 


